
　自分は大丈夫…と思っていても、寝不足などのちょっとした体調不良でも、熱中症
になることがあります。
　熱中症は高温多湿で風がなく、日差しが強いときに起こりやすくなります。さらに、
室内にいても起こることがありますので、自宅で過ごす際にも注意が必要です。熱中
症予防の正しい知識を持ち、自分の体調の変化に気をつけながら過ごしましょう。�
�

▲

健康課op042－438－4037

暑い夏がやってきます
～　　　 　に注意しましょう～熱中症

１ 暑さを避けましょう
　●部屋の温度を28度以下に調整し、適宜窓を開けて換気する
　●暑い日や時間帯での買い物、運動などを避ける
　●通気性がよい服を選ぶ
２ 適宜マスクを外しましょう
　●マスクをしているときはいつもよりもこまめに水分を取る
　●�人と十分な距離（２m以上）を確保できる場合は、
　　マスクを外して休憩する

３�こまめに水分補給しましょう
　●のどが渇いていなくても、水分を取る（１日当たり最低1.2ℓが目安）
　●大量に汗をかいた場合は塩分も忘れずに取る
　●お風呂に入った時、寝る前、起きた時には水分を取る
４�日頃から健康管理をしましょう
　●日頃から体温測定、健康チェックをする
　●体調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養する
５�暑さに備えた体作りをしましょう
　●熱くなり始めの時期から適度に運動を行い、体を慣らす
　●「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度

熱中症予防のポイント
新しい生活様式

における

　新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用は効果的ですが、以下の状態となり、例年よりも熱中症のリスクが高まっています。
　①体内に熱がこもりやすくなり、体温が上がる　②マスク内の湿度が上昇し、のどの渇きを感じにくい
　さらに、外出自粛による運動不足で暑さに負けない体づくりが不十分となっている可能性が高いので、より一層注意して熱中症対策に取り組みましょう。

新型コロナウイルス感染症と熱中症

◦�気温が高い（28度以上）
◦湿度が高い（70％以上）
◦�梅雨の合間など突然気温が上昇した日

どのような環境で起こりやすいの？?
　熱中症は誰にでも起こり得ますが、特に下記に該当する方はリスクが高い
ため注意が必要です。

◦�高齢者や子ども、
　障がいのある人
◦肥満の人
◦厚着をしている人
◦普段あまり運動をしない人

◦�外に出る機会が少なく、
　暑さに慣れていない人
◦持病がある人
◦寝不足や体調の悪い人
◦水分をあまり取らない人

どのような人がなりやすいの？?

高温、多湿、風が弱い、輻
ふく

射
しゃ

源
げん

（熱を発生するもの）があるなどの環境
（例）運動場・体育館・一般家庭の風呂場・閉め切った車内や室内・工事現場など

どのような場所で起こりやすいの？?

ごく軽い症状から重度の症状まであります。早めの対処が必要です。

救急車を呼ぶべきか迷ったときは
下記へご連絡を

電話番号 ♯7119
（東京消防庁救急相談センター/24時間年中無休）

自力で水分が取れない場合
症状が改善しない場合は

病院へ

涼しい場所へ移動
水分・塩分補給
わきの下・足の付け根・
首を冷やす

◦めまい・たちくらみ
◦筋肉痛・筋肉が攣

つ
る・

　手足のしびれ

軽度
◦頭痛・吐き気、嘔

おう
吐
と
、

　倦
けん
怠
たい
感
かん
・体に力が入らない

中等度
◦呼びかけに反応しない
◦高体温、けいれん
◦まっすぐ歩けない

重度

症状

応急処置

熱中症の症状と応急処置

主 な 内 容
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や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む  p042－464－1311
（平日午前８時30分〜午後５時）

市役所
代　表

483ⓒシンエイ／
西東京市

いこいーな

FM放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！この面の内容は、７月４日㈯・８日㈬・14日㈫の①午後０時45分　②午後８時(㈯を除く)から放送予定です。

【３面】 マイナポイントの申し込みが始まります　【６面】 障害のある方への主な福祉施策　【９・10面】 生活にお困りの方への支援(給付・貸付など)
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

広報

　平成29年度西東京市下水道事業特別会計歳入歳
出決算の認定については、平成30年第３回定例会
で開催された決算特別委員会において、旧保谷市の
下水道受益者負担金相当額に関する質疑から、同年
10月１日に否決されました。地方自治法第233条
第７項の規定に基づき、当該議決を踏まえて必要と
認める措置を講じたため、措置の内容をお知らせし
ます。
□下水道受益者負担金相当額の概要
　旧保谷市が賦課した昭和56・57・58・63年度
分の下水道受益者負担金は、徴収猶予手続きを失念
したことで時効となりました。その後、法律上の支
払いの義務がなくなった当該負担金は、寄附のお願
いに関して承諾をいただけた土地の権利者等が寄附
を前提とした徴収猶予申請を行うことで、寄附債権
（以下「下水道受益者負担金相当額」という。）として
取り扱うこととなりました。この下水道受益者負担
金相当額は、合併後の西東京市においても旧保谷市
における対応を継承し寄附のお願いを継続しました
が、更なる寄附のお願いが、寄附の強要と捉えられ
る懸念があることから、平成27年は更新手続きを
行いませんでした。この際、専門家による法的な検

証や機関決定などの本来必要と考えられる手続きを
執っておりませんでした。
　このことを理由として、当該決算の認定に関する
議案が否決されたことから、当該議決を重く受け止
め、今後、このようなことが起こらないよう反省す
るとともに、下水道受益者負担金相当額に関して法
的検証を行い、土地の権利者等に対して改めて内容
を説明するなど、必要と認める措置を講じました。
□講じた措置の概要
❖下水道受益者負担金相当額に関する法的な検証に
ついて
　平成30年11月下水道受益者負担金相当額に関し
て、下水道受益者負担金相当額に係る債権の法的性
質、寄附債権の時効、平成27年に猶予等の申請の
お願いをしなかった行為の評価、寄附債権の納付の
お願いと地方財政法が禁止する寄附の強要、職員の
損害賠償責任などの検証を行いました。
❖下水道受益者負担金相当額の徴収猶予等の更新手
続き等について
　上記検証を踏まえたうえで、下水道受益者負担金
相当額に関して、既に納付や猶予に応じている土地
の権利者等に対し、戸別訪問を行い、本件の趣旨、

内容を改めて説明し、更新や納付の拒否ができるこ
とを明らかにしたうえで、徴収猶予等の更新手続き
のお願いを行い、猶予継続の申請や寄附の同意を得
られたもの、また拒否の意思が示されたもの等につ
いて、件数・金額を集計し、令和２年第２回定例会
において、議会に報告いたしました。
❖事務手続きについて
　下水道受益者負担金相当額の更新手続き等を中断
したことについては、専門家による法的な検証や機
関決定などの本来必要と考えられる手続きが執られ
ていなかったことを受けて、今後このようなことが
発生しないよう職員に対し、適切な事務執行につい
て、改めて周知徹底を図りました。
　今後このようなことが発生しないよう、適切な事
務執行に努めてまいります。
　　　　　　　　　　　西東京市長　丸山浩一

　市kにも掲載しておりますので、併せてご覧く
ださい。▲

下水道課op042－438－4058

平成29年度西東京市下水道事業特別会計歳入歳出決算の不認定に係る措置

７月は、固定資産税・
都市計画税第２期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831

家屋調査（新築・増築・改築分）に
ご協力を

税・年金

　下記の期間中に新築・増改築などを
した家屋は、令和３年度から固定資産
税・都市計画税の課税対象となります。
　市では税額の基となる家屋の評価額
を算出するため、家屋調査を行ってい
ます。
□対象期間　１月２日～令和３年１月
１日
□調査内容　家屋の内装・外装（屋根・
外壁・天井など）および住宅設備（風呂・
トイレなど）を調査します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、職員は事前の検温、マスク着
用などを行い、徴税吏員証などを携帯
して伺います。
□調査日時　家屋の所有者に事前に書
面でお知らせします。書面が届きまし
たら下記へご連絡ください。▲

資産税課n
　p042－460－9830

認定長期優良住宅の
固定資産税を減額
　次の要件を満たす住宅に係る固定資
産税を一定期間、２分の１減額します
（都市計画税を除く）。
□要件　●「長期優良住宅の普及の促
進に関する法律」に規定する認定長期
優良住宅　●令和２年１月２日～翌年
１月１日に新築された住宅　●居住部
分の床面積が50㎡（一戸建以外の貸
家住宅は40㎡）以上280㎡以下で当該
家屋の２分の１以上　●令和３年２月
１日までに、資産税課（田無庁舎４階）
に必要書類を提出

□減額範囲　
居住部分の床面積120㎡まで

□減額期間

住宅の種類 減額期間

３階建て以上の準
耐火構造および耐
火構造の住宅

新たに課税される
年度から７年度分

上記以外の住宅 新たに課税される
年度から５年度分

□必要書類　●認定長期優良住宅に係
る固定資産税の減額適用申告書　●長
期優良住宅の普及の促進に関する法律
施行規則第６・９・13条に規定する
通知書の写し（認定長期優良住宅であ
ることを証する通知書の写し）
i家屋調査の際に、認定長期優良住
宅であることをお伝えください。手続
き方法をご説明します。▲

資産税課n
　p042－460－9830

国民年金保険料納付免除・
納付猶予の申請
　令和２年度分（令和２年７月～令和
３年６月）の保険料納付免除・納付猶
予申請受付が７月１日㈬から始まりま
す。
h年金手帳・認め印など

□納付免除　申請者（本人）・配偶者・
世帯主のそれぞれの前年所得（令和元
年中の所得）が一定の基準以下などの
場合、申請により承認されると保険料
の全額もしくは一部（４分の３免除・
半額免除・４分の１免除）の納付が免
除されます。
※承認期間は年金受給資格期間に含ま
れ、老齢基礎年金の受給額には承認区
分や一部納付の月数に応じて反映され
ます。
※一部免除の場合、表の保険料を納め
ないと一部免除も無効となり未納期間
となります。
□納付猶予　50歳未満の申請者（本
人）・配偶者のそれぞれの前年所得が
一定の基準以下などの場合、申請によ
り承認されると保険料の納付が猶予さ
れます。
※承認期間は年金受給資格期間に含ま
れますが、老齢基礎年金額には反映さ
れません。

□承認された場合に納付する保険料

承認区分 保険料
（月額）

老齢基礎
年金額に

反映される
割合

全額免除 ０円 承
認
期
間
の

８分の４
一
部
免
除

４分の３ 4,140円 ８分の５
半額 8,270円 ８分の６
４分の１ １万2,410円 ８分の７

納付猶予 ０円 反映されま
せん

※原則、申請は毎年度必要です（前年
度全額免除・納付猶予の継続承認者は
不要）。
□特例認定区分について（失業など）
申請者（本人）・配偶者・世帯主の失業
などを理由として申請する場合、令和
２年度分申請では平成30年12月31日
以降の退職日の記載がある、次の書類
を添付のうえ申請してください（コ
ピー可）。失業者の所得審査を省略で
きます。
●雇用保険被保険者離職票
●雇用保険受給資格者証
●雇用保険被保険者資格喪失確認通知
書など

i保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（防災・保谷保健福祉総合センター１階）
j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課n
　p042－460－9825

出産育児一時金・葬祭費の支給

届け出

　西東京市国民健康保険に加入し、出
産育児一時金・葬祭費の申請手続きを
行っていない方は、手続きをしてくだ
さい。時効は２年間です。郵送対応も
していますので、ご希望の方は事前に
お問い合わせください。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（防災・保谷保健福祉総合センター１階）
□出産育児一時金の支給　国保の加入
者が出産したときに支給されます。医
療機関へ支払われる直接支払制度や受
取代理制度があり、利用する場合は、
出産前に医療機関と契約を交わすこと
で、出産後の申請は原則不要となります。
※直接支払制度を利用して出産費用が
一時金を下回る方や直接支払制度など

を利用しない方は申請が必要です。
h ● 保険証　●認め印　●世帯主名
義の口座が確認できるもの　●直接支
払制度合意文書　●出産費用明細書　
●マイナンバーの分かる書類
□葬祭費の支給　国保の加入者が亡く
なり、葬祭を行った場合に喪主の方に
支給されます。
□支給金額　５万円
h ●会葬礼状または葬儀の領収書　
●保険証　●認め印　●喪主名義の口
座が確認できるもの　●マイナンバー
の分かる書類▲

保険年金課n
　p042－460－9821

後期高齢者医療制度加入者の
葬祭費支給
　後期高齢者医療制度の加入者が亡く
なった場合、遺族（喪主）の方へ葬祭費
の支給を行っています。
d東京都後期高齢者医療広域連合が
保険者で保険者番号が「39132295」
の方の遺族（喪主）
h申請者（喪主）名義の金融機関口座・
認め印・亡くなった方の保険証
□支給金額　５万円
□申請期間　葬儀を行った日の翌日か
ら２年間
□提出書類　●西東京市後期高齢者葬
祭費助成交付申請（請求）書　●会葬礼
状または葬儀社に支払った領収書の写
し（いずれも喪主の名義が分かるもの）
※申請後２カ月程度で振り込み、通知
は申請者（喪主）へ郵送
※詳細は市k・東京いきいきネットk
をご覧ください。▲

保険年金課n
　p042－460－9823

入院期間中の紙おむつ代の助成申請
福祉

　紙おむつの持ち込み不可の病院に入
院し、紙おむつ代を病院に支払ってい
る高齢者などに助成を行います。
□対象期間　３月１日～６月30日入
院分
□助成金額　月ごとの紙おむつ代の実
費金額（上限月額4,500円）
d次の全てに該当する方

連 絡 帳
市からの
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Twitter（ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は、市kをご覧ください。　

▲

秘書広報課n

● �入院期間（上記対象期間）中に本市に
住民登録がある

●�40歳以上で、入院時に介護保険認定
で要介護１以上の認定を受けている

●�紙おむつの持ち込みを禁止している
医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院に支払っている

●�入院中に生活保護を受給していない
□申請　a７月10日㈮～31日㈮の平日
b高齢者支援課（田無第二庁舎１階、
防災・保谷保健福祉総合センター１階）
※郵送での受付可
□必要なもの
●介護保険被保険者証のコピー　●振
込先の口座が分かるもの（通帳のコ
ピーなど）　●認め印（来庁時のみ）　●病
院が発行した領収書のコピー
※領収書には、対象者氏名・入院期間・
病院名・紙おむつの金額の記載が必要
です（紙おむつ代の記載がないものは
不可。領収書の金額にシーツやパジャ
マ代などが合算されている場合は、別
途病院発行の内訳が必要）。
※申請書などは市kで配布
※次回（７～10月入院分）は11月を予定▲

高齢者支援課n
　p042－420－2810

介護保険訪問看護利用者
負担軽減認定の申請
　低所得者を対象に、介護保険におけ
る訪問看護の利用者負担（１割負担）の
25％を軽減します。
i７月１日㈬から、令和２年度（８月
～令和３年７月）の受付開始
※世帯全員が住民税非課税などの要件

がありますので、事前にお問い合わせ
ください。
h ● �介護保険訪問看護利用者負担軽

減対象認定申請書
●�収入および預貯金申告書（世帯全員
の預貯金通帳のコピーを添付）

●�資産および扶養の有無に関する申告
書▲

高齢者支援課n
　p042－420－2813

介護保険負担割合証を送付します
　負担の割合（１割、２割または３割）
が記載された「介護保険負担割合証」の
有効期限は７月31日㈮です。対象と
なる方には、更新した負担割合証を送
付します（申請は不要）。
　介護保険被保険者証と一緒に保管し、
介護サービスをお使いの際に担当のケ
アマネジャーやサービス事業者に提示
してください。
※新型コロナウイルス感染症の関係で
確定申告が遅れた方については、申告
内容により、負担割合が変わる場合が
あります。
□発送日　７月中旬
d要介護・要支援認定をお持ちの方
（総合事業の事業対象者を含む）▲

高齢者支援課n
　p042－420－2813

受験生チャレンジ支援貸付事業
　学習塾などの受講料、高校や大学な
どの受験料を無利子で貸し付けること
で、一定所得以下の世帯の子どもの支

援を行います。入学した場合は、申請
により返済が免除されます。
□受講料貸付限度額
中学３年生・高校３年生など…20万円
□受験料貸付限度額
中学３年生など…２万7,400円
高校３年生など…８万円
d在住世帯の生計の中心者
※貸付には条件があります。詳細はj
へお問い合わせください。
j社会福祉協議会
　p042－497－5073▲

地域共生課n
　p042－420－2808

伝統文化等継承事業を行う
団体への補助金申請

くらし

　西東京市固有の伝統芸能・民俗芸能・
無形文化財（伝統行事など）を継承する
市内の事業に対して経費の一部を補助
します。
□対象事業　４月１日～令和３年３月
31日に実施する　●郷土に対する認
識と愛着の向上　●担い手となる後継
者の育成　●地域の連携を目的とした
伝統文化等継承事業のうち、①本市の
歴史の中で培われ、継承することが必
要と認められる事業　②過去に本市
で実施され、復活・発掘をすることが
必要と認められる事業
例：どんど焼き・おはやしなど

□補助金上限　１事業10万円

□資格　次の全てに該当する団体
●市内に活動拠点がある
●�一定の活動実績があり、応募した事業
を継続的に取り組める見込みがある

●�団体の規約を備え、代表者と所在地
が明らか

●会計経理が明確
●ほかに補助金の交付を受けていない
●�特定の個人・団体の利益の増進、宗
教や政治活動を目的としない

●暴力団やその構成員の統制下にない
i７月１日㈬午前９時～31日㈮午後
４時に、申請書など提出書類を文化振
興課（田無第二庁舎５階）へ持参してく
ださい（郵送不可）。
　なお、申請内容などについて、事前
に下記にご相談ください。
※申請書などは文化振興課・市kで配布▲

文化振興課n
　p042－420－2817

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a・b７月11日㈯午前９時30分～午
後０時30分・田無第二庁舎３階
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）※１人35分程度
i７月８日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会▲

住宅課o
　p042－438－4052

東京都施行型都民住宅入居者募集
　都民住宅は中堅所得者向けの賃貸
住宅で、仲介手数料・礼金・更新料
が不要です。
□住宅の所在地　都内全域
□募集戸数　73戸（抽選）
※抽選募集以外の住宅もjのkで
募集しています。
d ●都内在住
●�自ら居住するための住宅を必要と
している

●�所得が定められた基準に該当するなど
※詳細は募集案内でご確認ください。

□案内配布
７月２日㈭～10日㈮の平日に田無
庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合
センター１階、出張所、都庁、市区
町村窓口、jで配布
※申込書などは、案内配布期間中の
み下記のjのkからもダウンロー
ド可
i７月15日㈬（必着）までにjへ郵送
j東京都住宅供給公社都営住宅募
集センターp03－3498－8894▲

住宅課op042－438－4052

西東京市誕生20周年事業（令和２年度実施分）
の中止について
　平成13年１月21日に誕生した西
東京市は、令和３年１月に20周年
を迎えます。
　本市では、令和２年度から令和３
年度にかけて各種周年事業を計画し
ていましたが、新型コロナウイルス
感染症による影響を鑑みまして、令
和２年度に実施予定でありました関

係事業につきましては、中止するこ
ととしました。
　令和３年度での実施予定分につい
ては、あらためて検討することとし
ます。▲

企画政策課n
　p042－460－9800

マイナポイントの申し込みが始まります

❖マイナポイントを利用するために
必要なもの
●マイナンバーカードの取得　
●�マイナポイントの予約（マイキー
IDの設定）　

●マイナポイントの申し込み
※詳細は、マイナポイント事業kをご覧
になるか右記へお問い合わせください。

❖マイナポイントの予約・申し込み
□以下をお持ちの場合、ご自宅など
で予約・申し込みが可能
● �マイナンバーカード（利用者証明
用電子証明書が搭載されたもの）

●�スマートフォン（公的個人認証サー
ビス対応のもの）、またはパソコ
ンとICカードリーダー

❖パソコン・対応スマートフォンを
お持ちでない方
　市民課（田無庁舎２階、防災・保
谷保健福祉総合センター１階）窓口
に、手続きに利用できる端末を設置
（令和３年３月31日まで）
□窓口設置端末を利用する場合
a平日：午前８時30分～11時30分、
午後１時～４時30分
b市民課窓口
h①マイナンバーカード（利用者証
明用電子証明書が搭載されたもの）
②マイナンバーカードの利用者証
明用電子証明書の暗証番号（数字４
桁）
③キャッシュレス決済サービスの
カード番号などの分かるもの
□マイナポイント事業をかたった不
審な電話・メール・手紙・訪問など
にご注意ください
マイナンバーカードの取得申請やマ
イナポイント予約・申し込みなどの
手続きで、マイナンバーや口座番号・

口座の暗証番号、資産の情報、家族
構成などの個人情報を電話などで聞
いたりすることはありません。
□マイナポイントに関するお問い合
わせ
jマイナンバー総合フリーダイヤル
　p0120－95－0178
　●平日：午前９時30分～午後８時
　●�㈯・㈰・㈷：午前９時30分～
午後５時30分

　●�マイナポイント事業k（下記
QRコードから）

□マイナンバーカードの交付等に関
するお問い合わせ▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

マイナちゃん

　令和２年９月からマイナンバー
カードを活用した消費活性化策
（マイナポイント）の実施が予定さ
れており、７月からポイントの申
し込みが始まります。６月までに
ポイントの予約を行った方も、ポ
イントの利用には申し込みが必要
です。

□マイナポイントとは
　マイナンバーカードをお持ちの
方が、民間のキャッシュレス決済
サービスを利用して、チャージま
たは買い物をすることで取得する
ことができるポイントです。
　ポイントはキャッシュレス決済
サービスのポイントとして、お買
い物に利用できます。
　お買い物にはマイナンバーカー
ドは使用しません。また、国が買
い物履歴を収集・保有することは
ありません。

７月１日㈬から
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募集
市職員募集
①（令和２年10月１日付採用）
□試験区分　一般事務Ⅰ類（社会福祉
士）
□試験案内　職員課（田無庁舎５階）・
市kで配布
i７月８日㈬午後２時まで

②（令和３年４月１日付採用）
□試験区分　一般事務Ⅰ類
□試験案内　７月１日㈬から職員課
（田無庁舎５階）・市kで配布
i７月１日㈬午前11時〜31日㈮午後
２時
※①・②の詳細は市k・試験案内で
必ず確認してください。▲

職員課np042－460－9813

事務補助員（令和２年７月30日
付採用会計年度任用職員）
□人数　１人
□試験日・方法
７月18日㈯・面接試験（個別）
□受付期間　７月13日㈪まで

□募集要項　障害福祉課（田無庁舎１
階、防災・保谷保健福祉総合センター
１階）、市kで配布
※詳細は募集要項をご覧ください。▲

障害福祉課n
　p042－420－2806

市の指定収集袋（ごみ袋）に
掲載する広告
　家庭ごみの排出に使用する指定収集
袋（ごみ袋）に掲載する広告を企業や事
業者の方から募集します。

　この広告掲載事業は、市の財源確保
と地域の産業振興を目的としています。
□募集内容
掲載対象 可燃・不燃ごみ兼用袋

掲載位置 指定収集袋の表面下部に1色
で印刷

掲載枠・
掲載料

1枚につき2枠の広告を掲載
中袋（20ℓ）：
縦130㎜×横120㎜…7万円
大袋（40ℓ）：
縦180㎜×170㎜…10万円

掲載枚数 各袋とも50万枚（販売が完了
した時点で掲載終了）

掲載 12月（予定）

i７月１日㈬〜16日㈭に、広告掲載
申込書・会社概要など業種が分かる書
類・広告案を下記へ持参
※詳細は、市kをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043
□広告掲載
イメージ

西東京いこいの森公園および
周辺の市立公園の指定管理者
d西東京いこいの森公園および周辺
の市立公園
□期間　令和３年４月１日〜令和８年
３月31日（５年間）
□事業者向け説明会
a７月29日㈬午後２時
bエコプラザ西東京
i７月29日㈬正午までに、メールで
説明会参加申込書に必要事項を下記へ

※応募予定の事業者は出席必須
□募集要項　７月１日㈬から市kで
配布
※詳細は市kをご覧ください。▲

みどり公園課
　�p042－438－4045
　mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

夏休み期間限定の学童クラブ入会
　学童クラブは、就労・病気などで昼
間家庭にいない保護者の方に代わり、
生活指導などを行います。今回は通年
の募集とは別に夏休み中だけの期間限
定募集です。
※新型コロナウイルス感染防止のため、
今年度は受け入れ人数を縮小して実施
します。
※保護者が就労されておらず、求職活
動中の場合は申請不可
□入会期間　８月１日㈯〜22日㈯
d小学校１〜４年生（障害児は６年生まで）
□申請用紙　児童青少年課（田無第二
庁舎２階）・各児童館で配布
i７月17日㈮までの平日（午前８時
30分〜午後５時）に、必要書類を児童
青少年課（田無第二庁舎２階）へ持参

※防災・保谷保健福祉総合センター、
児童館、学童クラブでは申請の受付は
不可
※施設の利用状況および申請状況によ
り、希望する学童クラブに近接する学
童クラブになる場合や入会できない場
合があります。
※現在入会申請され待機中の方も、別
に入会申請手続きが必要です。
※詳細は市kをご覧ください。▲
児童青少年課n
　p042－460－9843

寄附
その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
✿ �西東京市民まつり実行委員会�様（雨
衣・ごみ袋）

✿ �㈲瀬川工業所代表取締役�加藤幸恵�
様（ミストシャワー）

✿ �鎌田忠詞�様（ミストシャワー）▲

総務課np042－460－9810
✿ �小川�洋�様（金員）▲

秘書広報課np042－460－9803

広
告

広
告

指定収集袋
（ごみ袋）

　法務省が主唱し、全ての国民が犯
罪の防止と罪を犯した人や非行に
陥った少年たちの更生について理解
を深め、犯罪や非行のない明るい社
会を築こうとする全国的な運動で、
今年で70回目を迎えます。
　今般の社会情勢を鑑み、例年７月
に実施している「あいさつ運動」は中
止しますが、安心安全なまちづくり

に取り組む本運動へのご理解とご協
力を引き続きお願いします。▲

地域共生課np042－420－2807

社会を明るくする運動～７月は強調月間です～

更正ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険
保険料の納付を忘れずに

国民健康保険料
　国民健康保険料納入通知書を、７月
中旬に世帯主の方へ送付します。
　国民健康保険料は、皆さんが安心して
医療にかかるための貴重な財源です。期
限内に必ず納付するようご協力ください。
□納付書や口座振替での納付（普通徴
収）の方　７月から翌年２月までの８
回に分けて納付していただきます。納

期限を過ぎると延滞金が加算され、滞
納処分を受ける場合があります。
□年金からの納付（特別徴収）の方
d次の全てに該当する方　●世帯主
が国保の加入者　●国保の加入者全員
が65歳以上75歳未満　●世帯主が受
給する年金の年額が18万円以上で、
国民健康保険料と介護保険料の合算額
が年金額の２分の１を超えない
※該当しない方は、今までどおり納付

書や口座振替での納付になります（普
通徴収）。
※今年度中に世帯主の方が75歳到達
により後期高齢者医療制度へ移行する
場合は、普通徴収での納付になります。
□特別徴収から口座振替への変更
特別徴収該当の方も口座振替による納
付を選択できます。詳細は、送付する
納入通知書に同封のお知らせをご覧く
ださい。

❖非自発的失業者の方は保険料の軽減
手続きを
d次の条件全てに該当する方　●離
職日時点で65歳未満の方　●ハロー
ワーク発行の「雇用保険受給資格者証」
の離職理由が次の番号の方
11・12・21・22・23・31・32・33・34
※詳細はお問い合わせください。▲

保険年金課�国保加入係n
　p042－460－9822

介護保険料
　65歳以上の方（第１号被保険者）の令
和２年度介護保険料納入通知書を７月
中旬に発送します。介護保険は、高齢
者の暮らしを社会全体で支える仕組み
です。介護が必要になったときに、安
心して介護サービスを利用するために、
介護保険料の納付にご協力ください。
　今年度は、国の保険料軽減措置の強

化により、第１段階から第３段階まで
の方の保険料をさらに引き下げます。
□年金からの納付（特別徴収）の方や口
座振替での納付の方
明るい黄緑色（もえぎ色）の封筒でお送
りします。決定した保険料額を、年金
または口座から引き落とします。
□納付書での納付（普通徴収）の方
青色の封筒でお送りします。７月から
翌年２月までの８回に分けて納付して

いただきます。納付書裏面に記載の金
融機関およびコンビニエンスストアで
の納付およびペイジーによる納付が可
能です。※口座振替依頼書を同封して
います。
□10月から特別徴収が始まる方
青色の封筒でお送りします。年間保険
料額の２分の１相当額を納付書で納付
し（７・８・９月の３期）、残りを
10・12・翌年２月に年金から引き落

とします。※口座振替依頼書は同封し
ていません。
❖シルバーパスの所得確認書類に
　この納入通知書は、満70歳以上の
方のシルバーパス購入の際、所得確認
書類として活用できる場合があります。
再発行できませんので、必要な方は大
切に保管しておいてください。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2814

後期高齢者医療保険料
　後期高齢者医療保険料額決定通知書
を７月中旬に送付します（平成31年１
月〜令和元年12月の所得を基に算出）。
　令和２年度は、均等割額が４万
4,100円、所得割率が8.72％、保険
料の賦課限度額が64万円となります。
□前年度から引き続き特別徴収（年金
からの納付）の方

決定した保険料額から仮徴収額（４・６・
８月分）を差し引いた額を10・12・翌
年２月に年金から引き落とします。
□10月から特別徴収が始まる方
保険料額の２分の１相当額を納付書で
納付し（７・８・９月の３期）、残りを
10・12・翌年２月に年金から引き落
とします（詳細は、通知書の５ページ
をご覧ください）。
□特別徴収ではない方　７月から翌年

２月までの８回に分けた納付書を同封
しますので、各納期限までにお近くの
金融機関などで納付してください。
□２月１日以降に後期高齢者医療制度
に加入した方および所得を更正した方
平成31・令和元年度分または所得を
更正した年度分の保険料として後期高
齢者医療保険料額決定通知書を送付し
ます。納期限は、７月31日の１回の
みですので、令和２年度の保険料と併

せて納付してください。▲

保険年金課�後期高齢者医療係n
　p042－460－9823
j制度について…
●東京いきいきネットk
● �東京都後期高齢者医療広域連合お問
い合わせセンター
　p0570－086－519
※PHS・IP電話からp03－3222－4496
※平日午前９時〜午後５時

新型コロナウイルス感染症の影響により、各種保険料のお支払いにお困り
の方への納付猶予の制度などがあります。詳細は10面をご覧ください。
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（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）を付けておかけください。

　支給要件に該当し、まだ申請していない方は、子育て支援課（田無第二庁舎
２階）で申請手続きをしてください。�

▲

子育て支援課np042－460－9840

❖児童扶養手当
d次のいずれかの状態にある18歳に
達した日の属する年度の３月31日ま
で（一定の障害がある場合は20歳未
満）の児童を養育する父、母または養
育者（公的年金の受給額により受給可
能な場合あり）
●父母が離婚
●父または母が死亡または生死不明
●父または母に重度の障害がある
●婚姻によらない出生など

※詳細はお問い合わせください。
□支給制限　児童が次の状態にある場
合は該当しません。
●�里親に委託または児童福祉施設など
に入所

●請求者以外の父または母と生計同一
●�父または母の配偶者（事実上の配偶
者※を含む）と生計同一

●�請求者または児童が日本に住所を有
しない場合
※単身の異性の住民票が同住所にある
場合や定期的な訪問、生活費の授受等
が行われている場合を含む
□手当の支給月
申請日の翌月分から支給を開始し、年
６回（１・３・５・７・９・11月）に
各２カ月分を支払います。
□支給金額（月額）� 単位：円

児童数
手当額

全部支給 一部支給

１人目 ４万3,160 ４万3,150～１万180

２人目加算額 １万190 １万180
～5,100

３人目以降加算
額（１人につき） 6,110 6,100

～3,060

❖特別児童扶養手当
d20歳未満の中・重度の障害（おおむ
ね身体障害者手帳１～３級、下肢の４
級の一部程度、愛の手帳１～３度程度
およびこれらと同程度以上の内部障害
または精神障害、発達障害）のある児
童を養育している父、母または養育者
※手帳をお持ちでなくても、指定の診
断書により申請することができます。
※児童が児童福祉施設などに入所して
いる場合や児童の障害を支給事由とす
る公的年金を受けることができる場合
は支給されません。
□手当の支給月
申請日の翌月分から支給を開始し、年
３回（４・８・11月）に各４カ月分を
支払います。
□支給金額� 単位：円

児童数 手当額
１級 ２級

１人につき ５万2,500 ３万4,970

❖各手当共通
□所得制限
受給者本人および同居の扶養義務者等
の所得制限（別表１、２参照）がありま
す。所得に応じて手当額の一部または
全部の支給が停止されます。
□注意
手当の受給資格がなくなっているにも
かかわらず、届け出をしないで手当を
受給した場合は、資格がなくなった月
の翌月からの手当額を全額返還してい
ただきます。また、偽りやそのほか不
正の手段により手当を受けた者は、３
年以下の懲役または30万円以下の罰
金に処されることがあります。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の申請を

単位：円

扶養
親族
の数

児童扶養手当 特別児童扶養手当
本人 孤児などの養育・

配偶者・扶養義務者 本人 配偶者・
扶養義務者全部支給 一部支給

０人 49万 192万 236万 459万6,000 628万7,000

１人 87万 230万 274万 497万6,000 653万6,000

２人 125万 268万 312万 535万6,000 674万9,000

３人 163万 306万 350万 573万6,000 696万2,000

４人
以上 １人につき加算38万 １人につき

加算21万3,000

１
人
に
つ
き

加
算

16～19歳未満の�
控除対象扶養親族�
および特定扶養親族�

15万

老人扶養６万�
（老人扶養のみの

場合は、
２人目から）

16～19歳未満の�
控除対象扶養親族�
および特定扶養親族�

25万

老人扶養６万�
（老人扶養のみの

場合は、
２人目から）

老人扶養10万 老人扶養10万

※児童扶養手当の受給者が父または母の場合、監護する児童の母または父から、受
給者または児童が受け取る養育費について、その金額の８割が受給者の所得として
取り扱われます。

■別表１　令和2年度児童扶養手当・特別児童扶養手当所得制限限度額表
���〈平成31年１月１日～令和元年12月31日の所得、児童扶養手当：令和２年11月～令和３年�
　�10月分、特別児童扶養手当：令和２年８月～令和３年７月分の手当に適用〉

単位：円

種別
児童扶養手当 特別児童扶養手当

受給者�
（父または母）

受給者（養育者）�
配偶者・扶養義務者

本人・
配偶者等共通

社会保険料相当額 �８万

障害・勤労学生控除 27万

特別障害者控除 40万

寡婦（夫）控除 ０ ���27万 ※27万

寡婦特別加算控除 ０ ����８万 ����８万

雑損・医療費・配偶者
特別・小規模企業共済
等掛金控除

控除相当額

※配偶者は寡婦（夫）控除なし

■別表２　所得から控除できる額

国民健康保険高齢受給者証
d70～74歳の国民健康保険被保険者
　国民健康保険高齢受給者証の一部負
担金の割合は、毎年８月１日に当該年
度の収入金額および住民税の課税所得
金額と世帯の状況により見直し（定期
判定）を行います。新しい高齢受給者
証は、７月中旬に簡易書留で郵送します。
❖負担割合の判定基準
□２割負担の方
次のいずれかに該当する方
●�世帯に住民税課税所得（課税標準額）
が145万円以上の被保険者がいない

●�本人および同じ世帯にいる昭和20
年１月２日以降生まれの被保険者の
「基礎控除後の総所得金額等」の合計
額が210万円以下

●�住民税課税所得（課税標準額）が145
万円以上だが、被保険者の収入の合
計が次のいずれかに当てはまる（基
準収入額適用申請が必要）
①世帯に被保険者が１人…383万円未満
②同じく２人以上…520万円未満
③被保険者と同じ世帯に後期高齢者

令和２年８月１日から、保険証の大き
さがカードサイズに変更となります。
カードサイズの保険証（オレンジ色）は、
簡易書留で７月上旬にお送りします。
７月31日までは、現在の保険証（青竹
色）を使用しますので、破棄・返却し
ないようにお願いします。
□新しい保険証
オレンジ色（有効期間：８月１日～令
和４年７月31日）
❖負担割合の判定基準
　保険証の負担割合は、毎年８月１日
に当該年度の収入金額および住民税の
課税所得金額と世帯の状況により見直
し（定期判定）を行います。
□１割負担
次のいずれかに該当する方
●�世帯に住民税課税所得（課税標準額）
が145万円以上の被保険者がいない

●�本人および同じ世帯にいる昭和20
年１月２日以降生まれの被保険者の
「基礎控除後の総所得金額等」の合計
額が210万円以下

●�住民税課税所得（課税標準額）が145
万円以上だが、被保険者などの収入

「国民健康保険高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方へ

医療制度への移行により国保を抜けた
方（旧国保被保険者）がいる…旧国保被
保険者を含めた収入が520万円未満
□３割負担の方（現役並み所得者）
次の全てに該当する方
●�世帯に住民税課税所得（課税標準額）
が145万円以上の被保険者がいる

●�世帯に被保険者が１人の場合はその
収入が383万円以上、２人以上の場
合は合計が520万円以上
❖「基準収入額適用申請書」提出のお願い
　定期判定により３割負担と判定され
た方で、収入金額が基準額未満の場合
は、申請により２割負担となります。
※該当すると思われる方へ６月下旬に
申請書を送付しましたので、必ず申請
してください。▲

保険年金課�国保給付係n
　p042－460－9821

後期高齢者医療被保険者証の更新
　８月１日から利用できる保険証を、
７月上旬から被保険者１人ずつに簡易
書留で送付します。
□保険証の大きさが変わります

の合計が次のいずれかに当てはまる
（基準収入額適用申請が必要）
①世帯に被保険者が１人…383万円未満
②同じく２人以上…520万円未満
③被保険者と同じ世帯に70～74歳の
後期高齢者医療制度以外の保険に加入
している方がいる…その方と被保険者
の収入の合計が520万円未満
□３割負担（現役並み所得者）
次の全てに該当する方
●�世帯に住民税課税所得（課税標準額）
が145万円以上の被保険者がいる

●�世帯に被保険者が１人の場合はその
収入が383万円以上、２人以上の場
合は合計が520万円以上
※被保険者とは後期高齢者医療被保険
者証を持っている方
❖「基準収入額適用申請書」提出のお願い
　定期判定により３割負担と判定され
た方で、収入金額が基準額未満の場合
は、申請により１割負担となります。
※該当すると思われる方へ６月末に申請書
を送付しましたので、必ず申請してください。▲

保険年金課�後期高齢者医療係n
　p042－460－9823

　新型コロナウイルス感染症の関係で確定申告が遅れた方につきましては、
新しい申告が反映されずに負担割合の判定がされている場合がございます。
申告内容の確認ができ次第、正しい負担割合の高齢受給者証または、後期高
齢者医療被保険者証を郵送します。

　配達は、郵便局の事情により、２週間程度かかる場合があります。配達日
に不在の際は、不在票の指示に従ってお手続きください。郵便局での保管期
間経過後の受け取りは、保険年金課（田無庁舎２階）のみでの受け取りになり
ます。各係へ本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明
書・パスポートなど）をご持参ください。

共通
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

　市
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っている障
しょう

害
がい

のある方
かた

などへの主
おも

なサービスや助
じょ

成
せい

制
せい

度
ど

についてご案
あん

内
ない

します。なお、このほかにも受
う

けられるサービスがありますので、詳
しょう

細
さい

は市
し

k
ホームページ

をご覧
らん

になるか、お問
と

い合
あ

わせください。　

▲

障害福祉課n①～③p042－
420－2806　④・⑤・⑥・⑧p042－420－2804　⑦p042－420－2805
※…支給要件や自己負担があります。詳細はお問い合わせください。

障
し ょ う

害
が い

のある
方
か た

への主
お も

な福
ふ く

祉
し

施
し

策
さ く

事業 内容など

①
助
成

自動車燃料費の助成

d ●身体障害者手帳１～４級で自ら運転する方
●身体障害者手帳１～３級・愛の手帳１～３度・脳
性麻

ま

痺
ひ

者(児)・進行性筋萎縮症者の方のために運転
する同居家族がいる方
※所得超過者・施設入所者などは非該当
※タクシー料金助成との併給不可

タクシー料金の助成
d身体障害者手帳１～３級・愛の手帳１～３度の方
※所得超過者・施設入所者などは非該当
※自動車燃料費助成との併給不可

自動車運転教習費
（第一種普通免許取得）の
補助

運転免許を取得する場合の教習費用の一部を助成
d身体障害者手帳１～３級(内部障害は４級、下肢ま
たは体幹に係る障害は４・５級で歩行困難なものを
含む)、愛の手帳所持者で、適性検査に合格した方
※市内に引き続き３カ月以上住所を有する方
※所得制限あり

自動車改造費の助成
就労などに伴い自らが所有し運転する自動車の一部
を改造する必要がある場合に、改造費の一部を助成
d18歳以上で身体障害者手帳１・２級の上肢・下肢・
体幹機能障害の方　※所得制限あり

②
手
当

心身障害者福祉手当
d身体障害者手帳１～４級・愛の手帳１～４度の方、
脳性麻

ま

痺
ひ

・進行性筋萎縮症の方
※所得超過者・施設入所者・新規申請時65歳以上の
方などは非該当

特別障害者手当

d20歳以上で身体障害者手帳１・２級程度、愛の手
帳１・２度程度またはこれらと同程度以上の身体障害、
疾病・精神障害が２つ以上重複している方など

※所得超過者・施設入所者・病院等に３カ月を超え
て入院しているときなどは非該当

障害児福祉手当

d20歳未満で身体障害者手帳１・２級程度、愛の手
帳１・２度程度またはこれらと同程度以上の身体障害、
疾病・精神障害のある方
※所得超過者・施設入所者・障害を事由とする公的
年金を受けているときなどは非該当

難病者福祉手当

d治癒が困難な疾病の治療中で、東京都難病医療費
助成制度による特定医療費受給者証、都医療券を所
持している方および点頭てんかんにり患している方
※所得超過者・施設入所者・心身障害者福祉手当受
給者・生活保護受給者などは非該当

重度心身障害者手当

d重度の知的障害で常時複雑な配慮が必要な方、重
度の知的障害と身体障害が重複する方、重度の肢体
不自由で四肢機能を失い座ることが困難な方
※所得超過者・施設入所者・病院等に３カ月を超え
て入院しているとき・新規申請時65歳以上の方など
は非該当

③
医
療

心身障害者医療費の助成

d身体障害者手帳１・２級(内部障害は３級を含む)の方、
愛の手帳１・２度の方、精神保健福祉手帳１級の方
※所得制限あり

※新規申請時65歳以上の方（都外からの転入者など
該当する場合あり）・医療保険未加入などは対象外

自立支援医療費
（更生医療）支給

身体障害者が障害の程度を軽減または障害を除去す
るための医療費の一部を公費で負担
d18歳以上の身体障害者手帳所持者
※所得に応じた自己負担あり・一定所得以上の方は給
付対象外の場合あり

自立支援医療費
（精神通院）支給

精神疾患により医療機関に通院する際の医療費の一
部を公費で負担
※所得に応じた自己負担あり・一定所得以上の方は給
付対象外の場合あり

難病医療費等の助成
国または都が定める難病に該当し、認定基準を満た
す方に対し、医療費の一部を助成
※所得に応じた自己負担あり

Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎
治療医療費の助成

都内在住で、都が指定する肝臓専門医療機関でＢ型・
Ｃ型ウイルス肝炎の治療が必要と診断された方に対
し、医療費の一部を助成
※所得に応じた自己負担あり

原子爆弾被爆者援護 居住者変更届などの受理

④
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

介護給付費・訓練等給付費・
障害児通所給付費等の支給
� ※

居宅介護におけるヘルパーの派遣、短期入所の利用、
日中における生活介護、施設入所に係る支援、児童
発達支援、放課後等デイサービス、グループホーム
の利用、自立訓練、就労支援などに係る費用の一部
を支給

計画相談支援
上記サービスなどを利用するに当たり、課題の解決
や適切なサービス利用ができるよう、｢サービス等利
用計画案｣を相談支援事業所が作成����������

移動支援利用助成� ※ d外出時にヘルパー支援を要する障害者の費用の一部を助成

生活サポート利用助成� ※ d日常生活に関する支援または家事に対する支援を要する障害者の費用の一部を助成

日中一時支援利用助成� ※ d日中における介護者の不在時に一時的に活動の場所を確保するための費用の一部を助成
地域活動支援センター（身体）
利用助成� ※

地域活動支援センターにおいてサービスを受ける際
に要する費用の一部を助成

事業 内容など

⑤
補
装
具
・
日
常
生
活
用
具
な
ど

補装具費の給付� ※
身体障害者（児）の身体的機能を直接的に補い日常生
活を容易にするため、補装具の購入・借り受け・修
理費の一部を公費で負担
d身体障害者手帳所持者・難病患者など

日常生活用具の給付� ※

在宅の重度の心身障害者（児）・難病患者等に対し、
日常生活を容易にするため、介護・訓練支援用具、
自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意
思疎通支援用具、排

はい
泄
せつ
管理支援用具、居宅生活動作

補助用具（小規模改修）の日常生活用具を給付
d身体障害者手帳または愛の手帳を所持する在宅の
重度障害者・難病患者など

住宅設備改善費の給付� ※

日常生活を容易にするための家屋の設備改善費（中規
模改修など）を一定限度額内で給付
d小学生以上の在宅の重度障害者（児）で肢体に係る
障害がある方（上肢、下肢または体幹に係る障害の程
度が１・２級）および補装具として車いすの交付を受
けた内部障害者の方（65歳以上一部除外）

家具等転倒防止器具の支給
　�
� ※

住宅内の家具の転倒防止器具を支給
d身体障害者手帳４級以上または愛の手帳４度以上
の方のみで構成される世帯（過去に本市の事業で取り
付けをしていない世帯）

中等度難聴児補聴器購入費
の助成� ※

言語取得やコミュニケーション能力などの向上を促
進するため、補聴器の新規購入費の一部を助成
d18歳未満で身体障害者手帳の交付の対象とならな
い中等度難聴児

⑥
介
護
・
日
常
生
活
の
援
助

手話通訳者派遣 意思の疎通を円滑にするため手話通訳者を派遣
d聴覚および言語障害者

要約筆記者派遣 意思の疎通を円滑にするため要約筆記者を派遣
d聴覚障害者

重度脳性麻
ま
痺
ひ
者介護

生活圏の拡大のために介護券を交付（家族介護）
d20歳以上の重度の脳性麻

ま
痺
ひ
者で身体障害者手帳１

級の方（利用回数月12回まで）
心身障害者（児）施設
緊急一時保護� ※

障害者の介護人が疾病・出産・冠婚葬祭・休養など
により介護ができなくなったときに、障害者を一時
的に保護（宿泊）

巡回入浴サービス
巡回入浴車による入浴サービスを行う（週１回）
d身体障害者手帳２級以上・愛の手帳２度以上また
は同程度の障害者で常時寝たきりの状態にあるおお
むね15歳以上の方　※介護保険対象者を除く

重度身体障害者緊急通報
システム

ひとり暮らしなどの重度身体障害者の家庭生活の安
全を確保するため、緊急通報システムを設置
d18歳以上のひとり暮らしなどの重度身体障害者

移送サービス
車いすのまま乗車できる自動車の運行を行う（ハン
ディキャブけやき号）
d車いすを使用しなければ歩行が困難な方および重
度の視覚障害者　※利用条件、運行範囲あり

⑦
相
談

フ
レ
ン
ド
リ
ー

障
害
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

相談支援センター・
えぽっく

●身体障害・知的障害・精神障害に関する相談　
　㈪～㈯：午前９時～午後６時
●発達相談に関する相談(予約制)
　㈪：午後１時～午後４時15分
p042－452－0075・l042－452－0076

地域活動
支援センター・
ハーモニー

障害のある方（主に精神障害の方）の相談(継続利用は
原則登録制)　
㈪・㈫・㈭・㈮：午前10時～午後７時30分
㈬：正午～午後６時、㈯：午前10時～午後６時
p042－452－2773・l042－452－2774

障害者就労
支援センター・
一歩

障害のある方（障害種別は問いません）を対象とした、
主に企業就労に関するご相談
㈪～㈮・第１㈯：午前９時～午後５時（面談は予約制）
p042－452－0095・l042－452－0096

地域活動支援センター・
保谷障害者福祉センター

身体障害者・高次脳機能障害者を対象とした相談
㈪～㈮：午前９時～午後５時
p042－463－9861・l042－463－9862

地域活動支援センター・
ブルーム

障害のある方（主に知的障害、発達障害の方）を対象
とした相談　※㈰・㈪・㈷・年末年始は休み
㈫・㈭・㈮:午前10時30分～午後６時30分
㈬・㈯:午前10時～午後５時30分

障害福祉課田無庁舎窓口
障害福祉サービスなどに係る相談など

㈪～㈮：午前８時30分～午後５時
p042－420－2805・l042－466－9666

障害福祉課防災・保谷保健福祉
総合センター窓口

障害福祉サービスなどに係る相談など

㈪～㈮：午前８時30分～午後５時
p042－439－4433

市役所内に手話通訳者の
設置

田無庁舎および防災・保谷保健福祉総合センターの障害
福祉課に手話通訳者を設置　※㈷の場合は実施日が変更
福祉の相談窓口：毎月第１㈬午後１時～午後５時
田無庁舎：毎月第３㈮午後１時～午後５時

⑧
そ
の
他

ヘルプカードの配布

障害のある方に、災害時や日常生活の
中で困ったときに必要な支援や配慮を
周囲の人にお願いするためのヘルプ
カードを配布
※配布対象者要件あり

ヘルプマークの配布
内部障害など、外見からは障
害があることが分かりにくい
方が身に着けるためのヘルプ
マークを配布

障害者サポーター
養成講座の開催
（初級編・中級編）

初級編：ヘルプカード、ヘルプマークなどについての説明など
中級編：障害そのものの理解や環境のあり方についての
説明など　※初級編受講者が対象です
※日程は、市報などでお知らせ

障害者スポーツ支援事業

障害者スポーツ指導員・補助員と一緒に行う、スポー
ツレクリエーション活動（再開が決定次第、改めてお知らせ）
毎月１回・第３㈯：午前９時30分～11時30分（要申
込）　※スポーツ障害保険料あり

p042－424－7775・l042－439－4487

かわうそ水泳教室事業
指導員・補助員と一緒に水慣れから始め、水中での
感覚を体感するなど、水泳を通じたレクリエーショ
ン活動（再開が決定次第、改めてお知らせ）
毎月１回（７・８月は除く）・第４㈯：午後１時～午後２時30分

共
きょう
生
せい
社
しゃ
会
かい
を目

め
指
ざ
して

ヘルプカード

ヘルプマーク

新型コロナウイルス感染症に伴い、利用時間などを変更している
場合がありますので事前にお問い合わせください。
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《授乳室のご案内》　田無庁舎２階、田無第二庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター各階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「健康診査」申込
①氏名（ふりがな）　
②住所　③生年月日
④電話番号
⑤申請理由
　（保険変更・転入など

　※保険変更の場合は
　資格取得日も記入）

Bはがき
「ファミリー学級 
第５コース」申込
①第５コース
②夫婦の氏名（ふりがな）・
　生年月日・年齢
③住所
④妊婦さんの電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥パパの参加予定
　あり・なし

Aはがき・メール健
ひ

康
ろば

健診のご案内市内指定医療機関で
健診を受けよう！

※年齢は令和３年３月31日時点です。

▲

健康課op042－438－4021

【40歳以上の方】
□健診期間
７月１日㈬～12月18日㈮
受診券は次のとおり送付します。

誕生月 送付時期
 ４～９月 ６月下旬
10～３月 ７月下旬

■西東京市国民健康保険に加入の方
（40～74歳）（申込不要）
□受診方法
対象者に受診券を送付します。
市内指定医療機関で受診してくださ
い。受診前に必ず医療機関に受診時
間などをお問い合わせください。
詳細は送付する健診の案内をご覧く
ださい。
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため集団健診の実施はありません。

■後期高齢者医療保険に加入の方お
よび75歳の市民(申込不要)
□受診方法
対象者に受診券を送付します。市内
指定医療機関で受診してください。
受診前に必ず医療機関に受診時間な
どをお問い合わせください。
詳細は送付する健診の案内をご覧く
ださい。
※４月２日以降に転入した方は要申
込

■４月２日以降に保険の種類が変
わった方（要申込）
d40歳以上の①または②の方で、
ほかに健診を受ける機会のない方
①４月２日以降に保険の種類が変
わった方・転入した方
②生活保護受給中または中国残留
邦人などの支援給付世帯の方
i12月11日㈮（消印有効）までに、
次のいずれかの方法
①はがき（記入例B）
②窓口（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター４階健康課・田無庁舎２階保
険年金課）

■40～74歳の西東京市国民健康保険
以外の医療保険に加入している方へ
　特定健康診査は、加入している医
療保険者（健保組合・共済組合・協
会けんぽ・国保組合など）が実施し
ています。
　受診方法は、健康保険被保険者証に
記載の保険者へお問い合わせください。
※受診券の契約取りまとめ機関名に

「集合B」と記載があれば、市内の健
診実施医療機関で受診することがで
きます。
□受診期間　
７月１日㈬～12月18日㈮
j西東京市医師会
　p042－421－4328

受診の際は、各医療機関の感染予防策にご協力ください。

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

歯科（受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください）

受付
時間 午前10時～午後４時

５日
いのうえ歯科クリニック
下保谷４－14－１　２階
p042－423－7660

12日
みずた歯科医院
新町２－２－２　ドムス武蔵野１階
p0422－36－1414

医科（受診の際は、小児科など診療科目をお問い合せのうえお出掛けください）
※感冒様症状のある方は、お電話でお問い合わせください。

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前 10時～ 正午
午後 1時～ 4時
午後 5時～ 9時

５日
佐々総合病院
田無町4－24－15
p042－461－1535

保谷北町かなざわ
ファミリークリニック
北町１－６－１　
レッツビルディング２階
p042－439－6916

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行っていま
せん。
※受付時間は、各診療終
了時間の30分前まで12日

武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
※小児科は午後５時まで

p042－465－0700

増田医院
東町５－１－11
p042－422－6036

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手洗いにご協力をお願いします。

一　　般

▲

健康課op042－438－4037
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

栄養･食生活相談
【肥満や糖尿病などの生活習慣病予防の食事など
について管理栄養士による相談】

７月８日㈬午後１時～４時
田無総合福祉センター 在住の方／４人 ７月６日㈪までに電話

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

７月14日㈫午後1時30分～3時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階 在住の方／２人 ７月10日㈮までに電話

リハビリ窓口相談
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などについ
て理学療法士による相談】

７月16日㈭午前10時～11時
防災・保谷保健福祉総合センター３階

リハビリに関する相談を希望する方
および関係者／各２人 ７月13日㈪までに電話

ファミリー学級第５コース
～初めて父親・母親になる方のための教室～
１日目：妊娠中の生活と健康
２日目：赤ちゃんのお世話について

１日目：８月７日㈮
２日目：８月22日㈯
午前10時～11時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階
マタニティクッキングは中止

在住で初めて父親・母親になる方／24組
対象出産予定月：11・12月
※１日目は妊婦のみ

はがき・メール（記入例A）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）：７月10日㈮～24日㈷

電話相談
医療相談（西東京市医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
７ 月 ７日 小児科　 14日 消化器外科・呼吸器外科
　    21日 眼科　　 28日 整形外科

p042－438－１１00

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分　※24日㈷を除く

p042－466－2033

※専門医が相談に応じます。

▲

健康課op042－438－4037

対象の方に個別にご案内しています。
転入の方は、健康課にお問い合わせください。

３～４カ月児健康診査

a７月15日㈬・29日㈬・30日㈭
b防災・保谷保健福祉総合センター２階
d個別に通知（４歳未満で希望する方は
お問い合わせください）

３歳児健康診査

子
　
ど
　
も

▲

教育支援課np042－420－2829
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談
【言語訓練士による相談】

７月８日㈬午後１時30分～５時
教育支援課（田無第二庁舎４階）

５～12歳ぐらい
10人（1人15分程度）

７月１日㈬～６日㈪
午前９時～午後５時に電話

西東京市ママパパ応援事業が始まります

Ｑ１．「たまご面接」は誰が対象？
Ａ１．すべての妊婦さんです。
Ｑ２．「たまパケ」をもらえるのは誰？
Ａ２．「たまご面接」を受けた方です。
既に妊娠届出書を提出された妊婦さん
は、後日お電話による相談を受けた方

も対象です（ただし出産前）。
Ｑ３．面接は、必ず受けないといけな
いことですか？
Ａ３．必要ではありませんが、妊娠中
の健康とか産後のサポートの情報など
お伝えできればと思います。

７月１日㈬より ▲

健康課op042－438－4037

　市では、安心して出産・育児を迎えることができるよう、ママパパ応援事
業として、妊娠届け出（母子健康手帳交付）時に、保健師・助産師による「た
まご面接」を始めることにしました。面接を受けられた方には、「たまパケ」（子
育て用品および新型コロナ感染症対策用品）をお渡しします。
□妊娠届出書（母子健康手帳交付）・「たまご面接」
a午前９時～午後４時30分　※お時間に余裕をもってお越しください。
b健康課（防災・保谷保健福祉総合センター４階）、子育て支援課（田無第二庁舎２階）
c母子健康手帳の交付、妊婦の方と保健師・助産師の面接相談（妊娠中から
出産に関するご相談）
詳細は、市kをご覧ください。
  Q＆A　 
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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

医療費助成（気管支ぜん息の方）
を行っています
～大気汚染医療費助成制度～

　都内に１年（３歳未満は６カ月）以上
在住の18歳未満で気管支ぜん息など
に罹

り

患
かん

しているなど、要件を満たす方
に、認定疾病に係る医療費を助成して
います。
※申請書の配布・受付などはお住まい
の区市町村窓口へ
j区市町村の窓口または東京都福祉
保健局p03－5320－4491

東京都市計画の原案への
公述申出と公聴会

□対象計画案
● �都市計画区域の整備開発および保全
の方針（都市計画区域マスタープラン）

●都市再開発の方針
□公述の申出
公述申出書を７月１日㈬～15日㈬（必
着）までにjへ
□公聴会
８月に12会場で開催。傍聴は当日先着
□計画案の縦覧・申出書の配布
７月１日㈬～15日㈬
※詳細はjのkをご確認ください。
j東京都都市整備局都市計画課
　p03－5388－3225

７月の薬湯 
～ハッカ湯～

□効能　疲れた肌を爽やかに引き締め
ます
a７月５日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

防衛大学校学生募集

　自衛隊のリーダーとなる幹部自衛官
の養成を目的として、自衛官として必
要な基礎訓練の他、一般大学と同様（４
年間の教育）に本学卒業時に学士の取
得が可能なコースです。
（入校時期：令和３年４月上旬）
□応募資格　
高卒（見込含）または高専３年次修了
（見込含）21歳未満の方
□試験日程　
●総合選抜：９月26日㈯（１次）
●推薦：９月26日㈯・27日㈰
●一般：11月７日㈯・８日㈰（１次）
□受付期間
●総合選抜・推薦：９月５日㈯～11
日（金）
●一般：７月１日㈬～10月22日㈭
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

東京都子育て支援員研修（第２期）

　保育や子育て支援分野で従事するう
えで必要な知識や技能などの習得
□募集コース
①地域保育コース　
②地域子育て支援コース　
③放課後児童コース　
④社会的養護コース
i７月１日㈬～15日㈬（必着）
※期間中、田無第二庁舎２階保育課・
防災・保谷保健福祉総合センター１階
市民課付近でも募集要項を少数配布。
詳細はjへ
j ● �①…（公財）東京都福祉保健財団
（kあり）p03－3344－8533

● �②～④…㈱東京リーガルマインド
（kあり）p03－5913－6225
● �そのほか研修全般…東京都福祉保健
局少子社会対策部計画課
　p03－5320－4121

ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会
①７月11日㈯・田無総合福祉センター
②　　29日㈬・住吉会館ルピナス
午前10時～正午
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と預かる方（サポー
ト会員）の相互援助活動です。ファミ
リー会員に登録希望の方は出席して
ください。
e各20人（申込順）
※保育あり。１歳以上２人まで

i各回説明会前日の午後５時までに
電話でjへ
jファミリー・サポート・センター
事務局p042－497－5079▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

ピアカウンセリング
７月14日㈫ 
●午前９時15分～10時
●10時30分～11時15分
障害者総合支援センターフレンドリー

　障害児の親が相談員となって、同
じ立場から相談を受け、一緒に考え
ます。
d・e就学前～高校生の障害児の保
護者・各回１人　※グループでの相
談も可。代表の方がお申し込みくだ
さい。
i電話・ファクスで下記へ▲

相談支援センターえぽっく
　p042－452－0075
　l042－452－0076▲

障害福祉課n
　p042－420－2805

夏に多発する水の事故を防ごう
　夏は海・河川・プールなどで水に
よる事故が増える時期でもあります。
次のような点に注意して、暑い夏を
安全に過ごしましょう。
①気象状況に注意しましょう。
②子どもから目を離さず大人が付
き添って遊びましょう。
③川は流れが緩やかでも急に深く
なっていたり、流れが速い場所では、

足を取られたりすることがあります。
川遊びをする場合は注意しましょう。
④遊泳を伴わないレジャーを楽し
む場合でも、ライフジャケットを着
用するなど配慮しましょう。
j西東京消防署
　p042－421－0119▲

危機管理課o
　p042－438－4010

シニア大学総合課程受講生募集
　楽しく学びたい、友達づくりの
きっかけが欲しいという高齢者のた
めに、今年度もシニア大学を開講し
ます。
a８月５日～令和３年３月３日の第
１・３㈬
午後２時～３時45分（全14回）
b富士町福祉会館　※外出講座あり

c講座内容・開催日など、各福祉会
館で内容を配布します。
d在住の60歳以上の方で、おおむ
ね全日程に出席できる方
e30人

g実費徴収の場合あり

i７月11日㈯（消印有効）までに、
往復はがきで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電
話番号をjの「シニア大学」係へ
※往復はがき１枚につき１人のみ

※申込多数は、初めての方を優先し
抽選。結果は返信はがきで通知
j社会福祉協議会〒188－0011田
無町５－５－12田無総合福祉セン
ター・p042－497－5136▲
高齢者支援課n
　p042－420－2811

地球以外の惑星に雷はあるか72

j多摩六都科学館〒188－0014西東京市芝久保町５－10－64・
p042－469－6100　※休館日：７月６・13・20日㈪

　今年の夏は惑星がいっぱい。肉眼
でもすぐに見つかる明るい惑星もあ
ります。７月の夕暮れから夜にかけ、
南の空で赤く輝くのがさそり座の恒
星アンタレスですが、今年はアンタ
レスから東へ目を移してみましょう。
もし薄曇りでも一つだけ明るい星が
あれば、それは木星です。そのまま
東に向かって土星、火星。明け方に
は金星と水星まで、惑星が勢ぞろい
します。なお惑星はそれぞれが太陽
の周りを回っているので、地球から
見るとその位置は日々変化します。
つまり毎年７月に惑星大集合、とい

うわけではないのです。
　さて、夏は雷の季節でもあります
が、この雷は地球以外の惑星では発
生するのでしょうか。雷とは雲（大
気）の放電現象。ゆえに雲がある木
星と土星でも雷が確認されています。
では金星は？
　この謎を解くべく活躍しているの
が探査機・あかつきです。惑星が見
えても、地球の雲で見えなくても、
惑星の大気に
思いをはせて
みてください
ね。

ナビ多摩六都科学館

　「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。
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≪申込時の注意≫ ● メール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を　 ● 往復はがき（126円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

特別定額給付金に関するお知らせ
□申請がお済みでない方へ
　申請期限は、８月31日㈪（当日消
印有効）ですので、これからご申請の
方はお忘れのないようお願いします。
　なお、６月末までに、全10万世
帯のうち約８万７千世帯への入金が
完了しました。
□申請書がお手元にない方
　申請書を再送または再発行します
ので、右記専用ダイヤルにお問い合
わせください。

□申請書に不備や不明な箇所がある方
　特別定額給付金担当より電話また
はお手紙でお知らせをしています。
万が一、申請書提出後２週間を経過
しても入金や連絡がない場合は、お
手数ですが下記専用ダイヤルにお問
い合わせください。▲ �

市感染症対策・特別定額給付金専
用ダイヤル
　p042－420－2870　
　(平日午前８時30分～午後５時)

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎２階） ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、電話相談に切り替えています。また、下
記の相談日についても休止等となる可能性があります。最新の情報はお問い合わせ
ください。皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

□申込開始　7月６日㈪午前8時30分（★印は、6月18日から受付中）
□申込方法　市民相談室へ直接または電話
　　　　　　※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 日時

法律相談
７月16日㈭・22日㈬午前９時～正午

７月14日㈫・15日㈬・21日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 休止

交通事故相談
★７月�２日㈭ 午後１時30分～４時

７月28日㈫ 午前９時～11時30分

税務相談 ７月17日㈮・28日㈫ 午後１時30分～４時30分

不動産相談
★７月�９日㈭ 午後１時30分～４時30分

★７月31日㈮ 午前９時～正午

登記相談
★７月�１日㈬ 午前９時～正午

★７月16日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 ★７月16日㈭ 午後１時30分～４時30分

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 ★８月17日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 ★７月�８日㈬ 午後１時30分～４時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談

★７月10日㈮
８月14日㈮ 午後１時30分～４時30分

家計が急変した世帯への就学援助費
　新型コロナウイルス感染症の影響
により家計が急変した方は、就学援
助費の申請ができます。
□申請受付
a７月１日㈬～８月31日㈪

b学務課（田無第二庁舎３階）
※郵送での受付不可
※申請書や添付書類のご案内は市k
をご覧ください。▲

学務課n p042－420－2824

給付金の詐欺に注意！
□絶対に教えない！渡さない！
●暗証番号
●口座番号
●通帳
●キャッシュカード
●マイナンバー
□市区町村や総務省などが、次のよ
うなことをお願いすることは絶対に
ありません！

●ATMの操作をお願いすること
●�受給に当たり手数料の振り込みを
求めること

●�メールを送りURLをクリックして
申請手続きを求めること

□電話に出ないで被害ゼロ
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理課o
　p042－438－4010

生活にお困りの方への支援（給付・貸付など）（令和２年６月24日現在）

対象（そのほか条件などがあります） 種類 名称 概要 問い合わせ先

売
上
が
減
少
し
た
方

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含
む個人事業主等、その他各種法人等で、売上が前年同月
比で50％以上減少している方

給付 持続化給付金
【上限額】
法人：200万円
個人事業主（フリーランス含む）等：
100万円

持続化給付金事業コールセンター
p0120－115－570

売上が減少し、かつ賃貸店舗の家賃支払いが大きな負担
となっている市内中小企業及び個人事業主等の方で国の
持続化給付金の支給を受けている方

給付 賃貸店舗等家賃補助事業 一律30万円 西東京商工会
p042－461－4573

国の持続化給付金の対象にならず、令和２年４月または
５月の売上が前年同月比で20％以上50％未満減少すると
ともに、市内に事業所があり、家賃や人件費等の固定費
の支払いが負担となっている中小企業・個人事業主の方

給付 市内事業者応援資金助成事業 一律20万円
●認定申請…産業振興課n
　p042－420－2819
●補助金申請…西東京商工会
　p042－461－4573

地方税（市民税・都民税　固定資産税・都市計画税等）の
お支払いにお困りの方 猶予 徴収猶予の「特例制度」等

１年間、地方税（市民税・都民税　
固定資産税・都市計画税等）の徴収
を猶予

納税課n
p042－460－9832

事
業
を
継
続

さ
れ
て
い
る
方

市内事業所で介護・高齢者福祉サービスを継続して実施
する事業者 補助 新型コロナウイルス感染症対策

介護事業所等運営補助金

● �居宅サービス事業所等：１事業
所につき25万円

● �居宅介護支援事業所・福祉用具
事業所：１事業所につき５万円

高齢者支援課n
p042－420－2813

市内事業所で障害福祉サービス等を継続して実施する事
業者 補助

新型コロナウイルス感染症対策
障害福祉サービス事業者運営費
補助金

１事業所につき25万円 障害福祉課n
p042－460－2804

事
業
所
等
を

休
業
等
さ
れ
た
方

「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時
間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個
人事業主

給付 東京都感染拡大防止協力金
(第２回)

給付額：50万円（２店舗以上有す
る事業者は100万円）

東京都緊急事態措置等・感染症
拡大防止協力金相談センター
p03－5388－0567

小学校等が休業した場合等に、子どもの世話を行うため
契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者 給付 小学校休業等対応支援金

就業できなかった日について、１
日当たり4,100円～7,500円
※期間により異なります

学校等休業助成金・支援金、雇
用調整助成金コールセンター
p0120－60－3999

従
業
員
に
休
業

し
て
も
ら
っ
た
方

小学校休業等で保護者である労働者に労働基準法の年次
有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業 給付 小学校休業等対応助成金

上限額：１日当たり8,330円～
1万5,000円
※期間により異なります

学校等休業助成金・支援金、雇
用調整助成金コールセンター
p0120－60－3999

事業の縮小を余儀なくされ、労働者に対して一時的に休
業・教育訓練又は出向を行い、雇用者の雇用維持を図っ
た事業者

給付 雇用調整助成金
【助成率】
大企業：３分の２
中小企業：５分の４

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金コールセンター
p0120－60－3999

事業者への支援

個人・世帯への支援情報は10面をご覧ください。　新型コロナウイルス感染症に伴う各種給付金や貸付などをご紹介します。条件
などがありますので、詳細は市kまたは各問い合わせ先にお問い合わせください。

詳細な情報はこちらから



　新型コロナウイルス感染症に伴う各種給付金や貸付などを
ご紹介します。条件などがありますので、詳細は市kまたは
各問い合わせ先にお問い合わせください。

生活にお困りの方への支援（給付・貸付など）（令和２年６月24日現在）
事業者への支援情報は９面をご覧ください。

個人・世帯への支援
対象（そのほか条件などがあります） 種類 名称 概要 問い合わせ先

税
金
・
固
定
費
の
お
支
払
い
で
お
困
り
の
方

水道料金・下水道料金のお支払いにお困りの方
※個人、法人どちらも対象 猶予 下水道料金等のお支払い猶予 申し出のあった日から最長で４カ月、お支

払いを猶予

東京都水道局多摩お客様セン
ター
ナビダイヤル
p0570－091－101
ナビダイヤルをご利用できな
い場合p042－548－5110

介護保険料のお支払いにお困りの方
猶予 介護保険料の納付猶予 １年間、介護保険料の納付を猶予 高齢者支援課n

p042－420－2814減免 介護保険料の減免 介護保険料の減免

国民健康保険料のお支払いにお困りの方
猶予 国民健康保険料の納付猶予 １年間、国民健康保険料の納付を猶予 保険年金課n

p042－460－9824

減免 国民健康保険料の減免 国民健康保険料の減免 保険年金課n
p042－460－9822・9824

後期高齢者医療保険料のお支払いにお困りの方
猶予 後期高齢者医療保険料の納付猶

予 後期高齢者医療保険料の納付を猶予 保険年金課n
p042－460－9823

減免 後期高齢者医療保険料の減免 後期高齢者医療保険料の減免

地方税（市民税・都民税　固定資産税・都市計画税等）
のお支払いにお困りの方 猶予 徴収猶予の「特例制度」など １年間、地方税（市民税・都民税　固定資

産税・都市計画税等）の徴収を猶予
納税課n
p042－460－9832

国民年金保険料のお支払いにお困りの方 免除 国民年金保険料の免除 国民年金保険料の免除 保険年金課n
p042－460－9825

離職等により住まいをなくした方、またはそのおそ
れのある方 給付 住居確保給付金 収入に応じて調整された額を支給

※上限額あり
生活サポート相談窓口n
p042－420－2809

生
活
費
で
お
困
り
の
方

新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発
熱等の症状があり感染が疑われる方で、一定期間休
業した方

支給 国民健康保険の傷病手当金 給与の全部または一部を受けることができ
なくなった場合、傷病手当金を支給

保険年金課n
p042－460－9821

新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発
熱等の症状があり感染が疑われる方で、一定期間休
業した方

支給 後期高齢者医療の傷病手当金 給与の全部または一部を受けることができ
なくなった場合、傷病手当金を支給

保険年金課n
p042－460－9823

休業等により収入が減少し、生活資金にお困りの方々 貸付 緊急小口貸付（特例貸付） 貸付上限額：20万円
無利子・連帯保証人不要

（福）社会福祉協議会
p042－497－5071

失業等により収入が減少し、生活資金にお困りの方 貸付 総合支援資金（特例貸付）
【貸付上限額】
２人以上：月20万円
単身：月15万円
無利子・連帯保証人不要

（福）社会福祉協議会
p042－497－5071

特
別
定
額

給
付
金

基準日（令和２年４月27日）において、住民基本台帳
に記録されている方 給付 特別定額給付金 １人につき10万円の給付

市感染症対策・特別定額給付
金専用ダイヤル
p042－420－2870

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

基準日（令和２年３月31日）時点で西東京市に住民登
録があった方で、令和２年４月分（３月分を含む）の
児童手当受給者
※特例給付受給者を除く

給付 子育て世帯への臨時特別給付金
対象児童１人につき１万円支給。原則手続
き不要
※対象の方には６月12日に案内を送付
※公務員の方は手続きが必要

子育て世帯臨時特別給付金専
用コールセンター
p042－420－2866

児
童
育
成
手
当
加
算

給
付
金

令和２年４月分から９月分の西東京市児童育成手当
（育成手当・障害手当）の受給者の方 給付 児童育成手当加算給付金

対象児童１人につき３万円支給。手続きは
不要
※令和２年４月分から９月分のうちいずれ
かの月分を受給している方が支給対象
※育成手当と障害手当の両方の対象児童と
なっている場合は育成手当の対象児童とし
て支給

子育て支援課n
p042－460－9840

詳細な情報は
こちらから

咳エチケット
感染症対策の基本は

正しい手洗い
❶   せっけんで泡立て、
　手のひらをよくこする

❷    手の甲をのばすように
こする

❸    親指・爪の間を念入り
にこする

❺    親指と手のひらをねじり
洗いをする

❻   手首も忘れずに洗う❹   指の間を洗う

▲「感染症対策」（首相官邸k）を加工して作成

せき

せき

せき

おお

おおおお

おお

おお

「手洗い」や「咳
せ き

エチケット」です

令和２年（2020年）７月１日号10

「西東京市からのお知らせ」 FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰　❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。 
詳細は、 谷戸図書館p042ー421ー4545へお問い合わせください。

音声版「声の広報」も
作成しています

広報
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